
算定単位 要件等（概要） 届出 請求

就労定着率９割
５分以上

３５１２／月

就労定着率９割
以上９割５分未
満

３３４８／月

就労定着率８割
以上９割未満

２７６８／月

就労定着率７割
以上８割未満

２２３４／月

就労定着率５割
以上７割未満

１６９０／月

就労定着率３割
以上５割未満

１４３３／月

就労定着率３割
未満

１０７４／月

サービス提供職
員が欠如してい
る期間が3か月

未満

７０／１００

指定基準により配置すべき看護職員、理学療法士又は作業療法
士、生活支援員の員数が基準を満たしていない場合に減算
○1割を超えて欠如した場合はその翌月から人員欠如が解消され
るに至った月までの間
○1割の範囲内で欠如した場合は、その翌々月から人員欠如が解
消されるに至った月までの間

サービス提供職
員が欠如してい
る期間が3か月

以上

５０／１００
3か月以上連続して基準を満たしていない場合、減算が適用され
た３か月目から人員欠如が解消されるに至った月までの間の減
算

サービス管理責
任者が欠如して
いる期間が5か

月未満

７０／１００
指定基準の定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月
から人員欠如が解消されるに至った月までの間の減算

サービス管理責
任者が欠如して
いる期間が5か

月以上

５０／１００
5か月以上連続して基準を満たしていない場合、減算が適用され
た5か月目から人員欠如が解消されるに至った月までの間の減算

就労定着支援計
画が作成されて
いない期間が3

か月未満

７０／１００
就労支援移行計画が作成されずにサービス提供が行われていた
場合、未作成月から当該状態が解消されるに至った月の前月ま
での間の減算

就労定着支援計
画が作成されて
いない期間が3

か月以上

５０／１００
3か月以上連続して就労支援移行計画が作成されずにサービス提
供が行われていた場合、減算が適用された3か月目から当該状態
が解消されるに至った月までの間の減算

所定単位の
１％
を減算

次の基準を、満たしていない場合に、所定単位の1％減算
①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従
業者に周知すること。
②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
こと。
③上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

障害福祉サービス報酬算定（加算・減算）点検表 別紙２

※昨年度及び今年度（実地指導日現在まで）の該当項目について、太枠欄に「○」を記入してください。
　「届出」欄：　都に届出を行っている
　「請求」欄：　請求実績（加算・減算に該当）がある　（＊算定単位、要件等の詳細については、報酬告示等で確認してくださ
い。）

就労定着支援 施設（事業所）名：

就労定着支援計画
未作成減算

虐待防止措置未実施減算

加算・減算項目

就労定着支援サー
ビス費

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主
に対し、支援内容を記載した報告書を月１回以上提供した場合
に、就労定着率に応じ算定

サービス提供職員
欠如減算

サービス管理責任
者欠如減算
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算定単位 要件等（概要） 届出 請求加算・減算項目

所定単位の
１％
を減算

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービ
スの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期
に業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定するこ
と。
・当該業務計画に従い必要な措置を講じること。

所定単位の
５％
を減算

障害者総合支援法第76条の3の規程に基づく情報公表に係る報告
がされていない場合所定の単位数を減算する。

所定単位の
１０％
を減算

就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込
まれる利用者の状況等（以下「要支援者情報」という。）につ
いて、適切な引継のための以下の措置を講じていない場合に、
所定単位の10％減算

①要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援
者情報の共有に係る指針の策定・責任者の選任
②要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援
者情報尾共有の状況に係る記録の作成及び保存

（Ⅰ） ５７９／回

関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成さ
れる、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、
当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者が関係機関
との連絡調整を行った場合に、１月につき１回、かつ、１年に
つき４回を限度として、単位数を加算する。

※算定は（Ⅰ）（Ⅱ）合わせて１月につき１回かつ１年につき
４回を限度とする。

（Ⅱ） ４０５／回

関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当
該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者以外の就労定
着支援員が当該就労定着支援計画の原案の内容及び実施状況
（利用者についての継続的な評価を含む。）について説明を行
うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求
め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与に
ついて検討を行ったうえで、当該指定就労定着支援事業所等の
サービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、１月に
つき１回、かつ、１年につき４回を限度として、単位数を加算
する。

※算定は（Ⅰ）（Ⅱ）合わせて１月につき１回かつ１年につき
４回を限度とする。

９００／日

生活介護等と一体的に運営される指定就労定着支援事業所で、
一体的に運営される生活介護等以外を利用して通常の事業所に
雇用された利用者に対して、新規に就労定着支援計画を作成
し、サービス提供を行った場合に算定（利用開始月について、1
回限り）

３００／日

過去6年間のサービス利用修了者のうち、雇用された通常の事業
所に42か月以上78か月未満の期間継続して就労している（して
いた）者の占める割合が、前年度に100分の70以上である場合に
算定

１２０／月

次の「厚生労働大臣が定める研修」を修了した就労支援員を配
置している場合に算定

【厚生労働大臣が定める研修】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において行う第
１号職場適応援助者養成研修及び厚生大臣が定める第１号職場
適応援助者養成研修

１５０／月 利用者負担合計額の管理を行った場合に算定

職場適応援助者養成研修修了者配置
体制加算

利用者負担上限額管理加算

業務継続計画未作成減算

情報公表未公表減算

支援体制構築未実施減算

地域連携会議実施
加算

初期加算

就労定着実績体制加算
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算定単位 要件等（概要） 届出 請求加算・減算項目

（Ⅰ）
所定単位の
１０．３％
を加算

・加算(Ⅱ)の要件に加え
・経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配
置していること。

（Ⅱ）
所定単位の

０％
を加算

・加算(Ⅲ)の要件に加え
・改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
・改善環境の更なる改善、見える化

（Ⅲ）
所定単位の
８．６％
を加算

・加算(Ⅳ)の要件に加え
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

（Ⅳ）
所定単位の
６．９％
を加算

・加算(Ⅳ)の1/2（3.4％）以上を月額賃金で配分
・職場環境の整備（職場環境等要件）
・賃金体系等の整備及び研修の実施等

福祉・介護職員等
処遇改善加算
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